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富 加 町 開 発 事 業 指 導 要 綱

（目 的）

第１条 この要綱は、富加町の総合的かつ合理的な土地利用を推進し、町域の秩序ある発展を図り、

緑豊かな生活環境を確保するため、開発事業が計画、実施される場合における一定の基準を定め、

開発事業が適切に実施されるよう指導することを目的とする。

（用語の意義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによ

る。

（１） 開 発 事 業 一団の土地について行う区画形質の変更を行う事業をいう。

（２） 開 発 区 域 開発事業を行う土地の区域をいう。

（３） 公 共 施 設 道路、公園、調整池、上水道、下水道、緑地、広場、河川、砂防施設、水路

及び消防の用に供する貯水施設等をいう。

（４） 公益的施設 教育施設、福祉施設、清掃施設、汚水処理場、集会所、駐車場その他の施設

で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

（５） 事 業 者 開発事業にかかる工事（以下「工事」という。）の請負契約の注文者又は請

負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

（６） 工事施行者 工事の請負又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

（７） 施工監理者 開発事業の施工監理を行う者をいう。

（８） 設 計 者 開発事業の設計の請負又は請負契約によらないで自ら開発事業を設計する者

をいう。

（適用範囲）

第３条 この要綱は、次に掲げる開発事業を行うものについて適用する。

（１） 開発区域の面積が１，０００平方メートル以上の開発事業

（２） 自己の業務の用として建築を伴う開発区域の面積が５００㎡を超えるもので、町長が必要

と認めた開発事業

（３） 前２号の規定にかかわらず、開発事業終了後３年以内に同一事業者（事業を引継いだ者を

含む。) が隣接区域内において開発事業を施行するとき又は２以上の事業者が隣接地域で共
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同して開発事業を施行するときは、合算した開発区域の面積が前２号の規定に該当する開発

事業

（４） 区画形質の変更を伴わないものであっても、第１号及び第２号の対象となる用地において

土地の利用目的の用途を著しく変更する事業

２ 前項の規定は、次に掲げる開発事業を行うものについては適用しない。

（１） 自己の居住用住宅建築のための開発事業

（２） 国又は地方公共団体が行う開発事業

（３） 国土利用計画法施行令（昭和４９年政令第３８７号）第１４条に定める法人及び中小企業

事業団が事業者となって行う開発事業

（４） 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）に規定する鉱業に係る開発事業

（５） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区域及び同法第５４条

第１項に規定する河川保全区域において、砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条

の規定により許可を受けて行う砂利の採取事業である開発事業

（６） 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項及び同法第５条第１項の規定により農

地を一時転用し、砂利採取後農地に復元することで砂利採取法第１６条の規定により許可を

受けて行う砂利の採取事業である開発事業

（７） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条第１項各号に規定する市街地開発事業

（８） 都市計画法第２９条第３号に規定する公益上必要な建築物の用に供する目的で行う開発事

業

（９） 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行う開発事業で、町長が別に定めるもの

（10） 非常災害のため必要な応急処置として行う開発事業

（11） その他町長が別に定める開発事業

（事業計画等）

第４条 事業者は、開発事業の計画及び設計にあたっては、この要綱を基準として行うものとする。

２ 事業者は、この要綱に基づき開発事業を施行し、公共施設及び公益的施設（以下「公共施設等」

という。） の整備等を行うものとする。

（開発協議）

第５条 事業者は、次条第１項に定める開発事業以外の開発事業で、第３条に定める開発事業を行う

ときは、開発協議申請書（様式第１号）に関係書類を添付のうえ町長に提出し協議するものとする。

２ 町長は、前項による協議があったときは、富加町土地開発事業対策連絡会議（以下「連絡会議」
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という。）に意見を聞き、法律の定めにあるもののほか、別に定める富加町土地開発基準（以下「開

発基準」という。）に基づき協議内容を検討し、事業者に意見を通知してその回答を求め、当該協

議の内容が適当であるとする場合は、事業者に承認書（様式第２号）を交付し、適当でないとする

場合は、再協議するものとする。

３ 事業者は、開発協議の内容を変更しようとするときは、当該内容について前項までの規定に準じ、

町長に協議を求めるものとする。ただし、その変更が軽微であると認めたときは書面による届け出

をもって協議があったものと見なす。

（法令等に基づく開発協議）

第６条 事業者は、都市計画法第２９条第１項、土地開発事業の適正化に関する指導要綱（昭和４８

年８月１５日付け岐阜県公示）及び土地取引における事前指導要綱（昭和５０年２月１２日付け岐

阜県企画部長通達）に定める開発事業を行うときには、事前に開発協議申請書又はそれぞれに定め

る申請書に関係書類を添付の上、町長に提出し、協議するものとする。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による協議について準用する。

３ 前２項の規定による事前協議を了した開発事業については、第１０条から第１２条まで、第１４

条及び第１５条の規定は適用しない。

（関係者への周知及び権利者の同意等）

第７条 事業者は、開発事業が周辺に影響を及ぼす恐れのある範囲内の地域住民又は利害関係人に対

し、あらかじめ事業計画、工事施行方法等を十分周知しなければならない。この場合において、必

要と認められるものについては同意又は承諾を得て開発協議申請書に添付するものとする。ただし

、同意又は承諾が得られないときは、その理由を付した書面を添付するものとする。

２ 事業者は、開発区域内の土地又は開発区域内にある建築物その他の工作物につき、権利を有する

者の全員の同意書を添付するものとする。

３ 事業者は、開発事業の計画立案時から完了後においても、開発事業に対する地域住民や利害関係

者等からの質疑、意見及び要望に対しては誠意をもって対応するものとする。

４ 事業者は、開発協議申請書提出までに開発事業に関する計画及び概要を示した標識を事業区域内

の見やすい位置に設置し、事業完了後に撤去するものとする。

（公共施設の管理者の同意等）

第８条 事業者は、あらかじめ開発事業に関係がある公共施設の管理者の同意を得るものとする。

２ 事業者は、当該開発事業に関する工事により設置される公共施設等を管理することとなる者と、
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協議しなければならない。

（工事施工上の防災措置等）

第９条 事業者及び工事施行者は、防災措置（仮施設を含む。）を本工事に先だち実施するとともに

工事の施工にあたっては、河川及び水路等の流れを阻害し、利水に影響を与え、又は土砂くずれ、

土砂流出、出水、汚濁等の被害を及ぼすことのないよう、適切な措置を講じなければならない。

２ 事業者は、交通を妨げ、又は工事により車、人等に被害を及ぼすことのないよう適切な措置を講

じなければならない。

３ 事業者及び工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中

止に伴う災害の防止、自然の回復その他必要な措置を講じなければならない。

（工事の着手）

第 10条 事業者は、第５条第２項の規定による承認を得た後、工事に着手するものとする。

２ 事業者は、工事着手前に着工届（様式第３号）を町長に届け出なければならない。

３ 事業者は、第２項の届出による施工監理者に開発事業の監理を誠実に履行させるものとする。

４ 設計者は、工事の施工にあたり、施工監理者とともに開発事業の監理に携わるものとする。

（工事施行者等の変更の届出）

第 11 条 事業者は、工事施行者若しくは工事の期間を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止し

ようとするときは、変更・廃止等届（様式第４号）を町長に届け出なければならない。この場合に

おいて、事業者はあらかじめ地域住民又は利害関係人との調整を図っておかなければならない。

２ 事業者は、前項の規定により変更・廃止等届を提出するときは、承認書による工期内に届けなけ

ればならない。

（地位の継承）

第 12 条 第５条第２項の規定によリ承認を得た後、当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発

事業を施行する権原を取得しようとするものは、地位継承届（様式第５号）を町長に届け出なけれ

ばならない。

（助言及び勧告）

第 13 条 町長は、開発事業の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、事業者及び工事

施行者に対し開発事業が適正に施行されるよう助言及び勧告をすることができる。
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２ 町長は、前項の措置を講ずるため、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し報

告若しくは資料の提出を求めるとともに、職員をして工事の施行状況調査をすることができる。

（工事完了の届出及び確認）

第 14 条 事業者は、工事が完了したときは、すみやかに完了届（様式第６号）を町長に提出し、検

査を受けなければならない。

２ 町長は、前項の規定による完了届を受理したときは、すみやかに検査を行わなければならない。

この場合において事業者は、施工監理者及び設計者を同席の上立ち会うのもとする。

３ 町長は、前項の規定による検査を行い、第５条第２項の規定による承認の内容に適合していない

と認められるときは、事業者に指示通知書（様式第７号）により工事の完全を期すよう通知し、当

該承認の内容に適合しているときは、事業者に検査済証（様式第８号）を交付するものとする。

４ 事業者は、前項の規定による指示通知書を受けたときは、速やかに工事の改善を行い、完了した

ときは、措置（改善）届（様式第９号）を町長に届け出なければならない。

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の措置（改善）届について準用する。

（公共施設等の移管）

第 15 条 事業者は、公共施設等を町に移管するときは、施設等の管理者一覧表（別表）に基づき､

管理予定者との協議書（様式第１０号）により公共施設管理者と協議するものとする。ただし、第

８条の規定により管理について協議が整っている公共施設等がある場合又は法令等により新たに設

置される公共施設の管理について定めのある場合については、この限りでない。

２ 事業者は、第１４条第３項の規定により検査済証の交付を受けたときは、速やかに寄附申出書（様

式第１１号）に必要書類を添付の上、町長に提出するものとする。

（公共施設等の管理）

第 16 条 事業者は、前条の規定による公共施設等について、移管手続が完了するまでの間は、管理

責任を負うものとする。

２ 事業者は、前条第２項の規定により公共施設等を町に寄附した日から原則として２年を経過する

日までに、隠れた瑕疵が原因にて公共施設等の破損があった場合は、すべて自己の負担において復

旧するものとする。

（公共施設等用地の変更及び処分）

第 17 条 町長は、前条第１項の規定により事業者から寄附を受けた公共施設等の用地が、その用を
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なさなくなったときにおいては、必要に応じ用途を変更し、公共用地として処分することができる。

ただし、緑地（残置森林及び造成森林を含む）については、代替施設の設置がない場合、原則とし

て公共用地とすることはできないものとする。

（損害の補償）

第 18 条 事業者は、開発事業の施行によって第三者に損害を与えたときは、そのすべての補償の責

を負うものとする。

（情報の公開）

第 19 条 事業者は、町長が状況に応じて開発事業の計画内容を住民等に公開することに同意するも

のとする。

（協議及び承認の有効期間）

第 20 条 町長は、特別な理由なく次の各号に掲げる状況にあるときは、事業者に協議の打ち切り及

び承認の取り消しを通知することができる。

（１） 協議の期間中に事業者からの行動等、連絡もない期間が１年以上あるとき。

（２） 開発承認後、必要な所定の手続を行わず１年以上工事に着手しないとき又は中断したまま

のとき。

（その他）

第 21 条 この要綱に定めのないものは、都市計画法、岐阜県宅地開発指導要領、土地開発事業の適

正化に関する指導要綱及び土地取引等における事前指導要綱を準用する。

２ この要綱を適用することが開発区域の自然環境等から著しく不適切であると認められるときは、

町長は、この要綱の一部又は全部を適用しないで特別の措置を講ずることができる。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成１５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（富加町開発事業指導要綱の廃止）

２ 富加町開発事業指導要綱（平成７年富加町開発事業指導要綱）は廃止する。

（経過措置）

３ この要綱の施行の際、現に協議中のものについては、なお従前の例による。
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附 則

１ この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この訓令の施行の際、現に協議中のものについては、なお従前の例による。

附 則

１ この訓令は、平成２０年 ９月 １日から施行する。

２ この訓令の施行の際、現に協議中のものについては、なお従前の例による。
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富 加 町 開 発 事 業 指 導 要 綱 の 運 用 に つ い て

第１ 一般的事項

１．法令等との関係

この要綱は、総合的な視野のもとで個々の開発事業について、その適否を判断するための措置

を講じようとするものであり、適切な行政指導を行うことにより、法令等の規制を補完し適切な

措置を講じさせることを目的としているものである。

従って、法令等の規制により許認可等を要するものは、この要綱とは別にそれぞれの手続きを

行う必要があるものである。

２．開発事業の協議

開発事業は、あらかじめ町長へ協議することによりその適正化を図ることとしているが、この

協議は、その利用目的が土地利用に関する計画に適合しているかどうか、公共・公益的施設の整

備の予定及び周辺の自然環境保全上不適当でないか等の点から判断を下すものである。

更には、公共・公益的施設の技術的検討及び災害の防止、自然環境並びに生活環境の保全等に

ついて、これらの施設の配置、構造及び工程等設計の細部にわたっての検討を行うものである。

なお、協議の検討にあたって町長は、土地開発事業対策連絡会議に諮り、町の機能の総力をあ

げてこれにあたるもので相互の連絡調整等に遺憾のないよう、その運用に格段の配慮を払うもの

である。

３．国・県等が行う開発事業

この要綱の適用対象からは、国・県等の行う開発事業は除外されているが、この要綱の意図す

る目的及び趣旨を十分に理解し、国・県等がみずから乱開発又は、町の財政の一時的圧迫につな

がる開発事業を行わないよう格別の配慮を依頼するものである。

第２ 個別的事項

１．用語の意義（第２条関係）

（１）「開発事業」とは、土地の区画形質の変更に関する事業をいい、住宅用地、別荘用地、工

場用地、事務所用地、店舗用地、倉庫用地、遊戯施設用地、駐車場、資材置場、ゴルフ場及

びその他のレジャー施設用地等、一定の利用目的のもとに行う事業をいうものであること。
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（２）「一団の土地」とは、土地の利用目的、利用形態、物理的形状等からみて一体と認められ

る開発区域の土地をいうものであること。従って２以上の土地の区画が地続きでなく連担し

ていない場合であっても同一の企画のもとに一体の事業として行うものについては、これを

一つの事業として把握し、要綱を適用するものであること。

２．適用範囲（第３条関係）

（１）全体の開発事業を工事の時期により、第一期計画、第二期計画などと工期を分けて行うよ

うに計画している場合であっても、全体の事業計画についての協議を行うものとすること。

（２）要綱第３条第１項第２号に規定する「自己の業務の用」とは、自己（法人）の工場、事務

所、倉庫、店舗、ホテル、旅館等とし、住宅用地は除くものとする。

（３）要綱第３条第１項第３号に規定する「開発事業終了後」とは、土地の造成が完了し、利用

の用に供した日からをいうものであること。

（４）要綱第３条第１項第４号に規定する「著しく変更する」とは、土地利用の内容が変更され

ることにより、周辺に影響を及ぼす恐れのある範囲内の地域住民、利害関係人又は公共施設

管理者に対し、改めて周知又は協議が必要であると認められるものとする。

（５）要綱第３条第２項第９号に規定する「町長が別に定めるもの」とは、農林水産物の生産又

は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化、農林水産施設の用に供する土地の造成、土地

改良及び養殖池の造成並びにこれらに類するもので次に掲げる者が行う開発事業をいうもの

であること。

ア．農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第４項の規定による自作農、小作農及び同

条第７項の規定による農業生産法人

イ．農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第４条第２項の規定による農地保

有合理化法人

ウ．農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第４条の規定による農業協同組合又は同

連合会

エ．森林組合法（昭和５３年法律第３６号）第３条の規定による森林組合、生産森林組合又

は森林組合連合会

オ．水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第２条の規定による漁業協同組合、漁

業生産組合又は漁業協同組合連合会

カ．土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５条の規定による土地改良区

キ．国又は地方公共団体の補助又は制度融資事業により開発事業を施行する者

（６）要綱第３条第２項第１１号に規定する「その他町長が別に定める開発事業」とは、次に掲
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げる開発事業をいうものであること。

ア．農地法第４条第１項及び同法第５条第１項の規定による農地の一時転用する開発事業

イ．農林漁業者就業改善及び農村環境整備等の開発事業で国又は県の補助により行う開発事

業

ウ．電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１１７条第１項の規定による事業の認定

を受けた者がその事業の用に供するために行う土地開発事業

エ．農村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２号）第５条第２項第１号の規定に

よる工業導入地区内において工業用地を造成する開発事業

オ．工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第３条第１項の規定による工場立地調査簿に登

載された工場適地内において工業用地を造成する開発事業

カ．鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項の規定による鉄道事業若しくは同

条第５項の規定による索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法（大正１０年法律第

７６号）による軌道若しくは同法が準用される無軌道電車の用に供する土地を造成する開

発事業

キ．電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供する電気工作物並び

に電源開発株式会社が設置し又は改良する発電施設又は送電変電施設の用に供する土地を

造成する開発事業

ク．ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の用に供する土地を造成する

開発事業

ケ．水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用水供給事業又は工

業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）による工業用水道事業の用に供する土地を造

成する開発事業

コ．土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２６条第１項（同法第１３８条第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による事業の認定の告示（他の法律により事業の認定

の告示とみなされるものを含む。）に係る事業の用に供する土地を造成する開発事業

サ．核燃料サイクル開発機構が核燃料サイクル開発機構法（昭和４２年法律第７３号）第２

４条第１項第１号に掲げる業務用に供する施設である事業

シ．林道建設事業

ス．道路法の規定により、道路管理者の工事施工命令又は承認を受けて行う道路の建設事業

（他の土地開発事業と一体と認められるものを除く。）
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３．開発協議（第５条及び第６条関係）

要綱第５条第３項に規定する届出が必要となる軽微な変更とは、次に掲げる場合である。

（１）予定建物の敷地の形状の変更（変更する敷地の規模が１０％未満の増減）

（２）工事施行者の変更

（３）工事の着手予定年月日又は工事の完了年月日の変更

（４）用途変更及び造成を伴わない区画の変更

４．工事完了の届出及び確認（第１４条関係）

要綱第１４条第２項に規定する検査は、建設課が行うものとすること。

５．公共施設等の帰属（第１５条関係）

公共施設等を事業者から帰属を受ける場合は、当該公共施設等について帰属のための検査を行

うものであり、その検査は、原則として開発事業完了検査と同時に行うものとすること。

この場合検査は、当該施設を管理することとなる担当課が行うものとすること。

６．事務手続き

要綱に規定する書類の提出部数は、申請書については正本副本各１部とし、その他に事業計画

の内容を検討する資料に供するため、書類の写しを別途指示する部数分提出するものとする。ま

た、届出書については正本１部とする。

なお、事業者は、申請前に関係機関、関係者等との協議、打合せを十分に行ったうえで申請す

ること。
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富加町開発指導要綱細説

第３条第２項（２）に定める法人及び中小企業事業団とは

（国土利用計画法施行令第１４条）

港務局、独立行政法人都市再生機構、日本道路公団、独立行政法人緑資源機構、

首都高速道路公団、独立行政法人水資源機構、阪神高速道路公団、独立行政法人中

小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供

給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、本州四国連絡橋公

団、地方道路公社、土地開発公社及び日本郵政公社。

第３条第２項（６）に規定する市街地開発事業とは

（都市計画法第１２条第１項）

１ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事業

２ 新住宅市街地開発法（昭和３８年法律第１３４号）による新住宅市街地開発事

業

３ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和３３年法律

第９８号）による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域

の整備及び開発に関する法律（昭和３９年法律第１４５号）による工業団地造成

事業

４ 都市再開発法による市街地再開発事業

５ 新都市基盤整備法（昭和４７年法律第８６号）による新都市基盤整備事業

６ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住

宅街区整備事業

７ 密集市街地整備法による防災街区整備事業

第３条第２項（７）に規定する開発事業とは

（都市計画法第２９条第 1 項第３号）

駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）による学校（大学、専修学校及び各種学校を除く。）、公民館、変電

所その他これらに類する政令（政令第２１条第１号から第３０号）で定める公益上

必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発事業。
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政令で定める公益上必要な建築物の開発とは

（政令第２１条）

道路法の道路、道路運送法の一般自動車道及び専用自動車道の施設

河川法の河川施設

都市計画法の公園施設

鉄道事業法の索道及び軌道法の軌道又は無軌条電車の事業施設

石油パイプライン事業法の事業用施設

道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業用施設

貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業（特別積合わせ貨物運送をするも

のに限る）用施設

自動車ターミナル法の一般自動車ターミナル施設

港湾法の港湾施設・漁港法の漁港施設

海岸法の海岸保全施設

航空法の公共用飛行場の機能施設、飛行場利用者の利便施設、公共用航空保安施設

気象、海象、地象、洪水の観測通報施設

郵便事業施設

電気通信事業法第１２０条第１項の認定電気通信事業者の事業施設

放送法の放送事業の放送施設

電気事業法の電気事業の電気工作物を設置する施設

ガス事業法のガス事業のガス工作物を設置する施設

水道法の水道事業、水道用水供給事業の水道施設

工業用水道事業法の工業用水道施設

下水道法の公共下水道、流域下水道及び都市下水道路施設

水害予防施設

図書館法の図書館

博物館法の博物館

独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発施設及び職業能力開発総

合大学校

墓地、埋葬等に関する法律の火葬場

と畜場法のと畜場、化製場等に関する法律の化製場、死亡獣畜取扱場

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公衆便所、し尿処理施設及びごみ処理施設・

浄化槽法第２条１号の浄化槽である建築物
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卸売市場法の中央卸売市場施設、地方卸売市場

市町村が設置する市場の用に供する施設

自然公園法の公園事業施設

住宅地区改良法の住宅地区改良事業施設

市町村、一部事務組合、広域連合、地方開発事業団が設置する庁舎、研究所及び

その他直接その事務又は事業の用に供する施設

日本原子力研究所の研究施設

核燃料サイクル開発機構の開発事業の施設

独立行政法人水資源機構の事業施設

独立行政法人宇宙航空研究開発機構の事業施設

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の技術開発施設

第６条第１項関係の各法律等

（都市計画法第 29 条第 1 項）

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらか

じめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなら

ない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

１ 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内

において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定

める規模未満であるもの

２ 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区

域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定め

る建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供す

る目的で行うもの

３ 駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校、

公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の

用に供する目的で行う開発行為

４ 国、都道府県、指定都市等、地方自治法第 252 条の 17 の 2 第 1 項の規定に基づ

きこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することと

された市町村（事務処理市町村）、都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町

村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務

組合若しくは港務局又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団
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体である地方開発事業団が行う開発行為

５ 都市計画事業の施行として行う開発行為

６ 土地区画整理事業の施行として行う開発行為

７ 市街地再開発事業の施行として行う開発行為

８ 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

９ 防災街区整備事業の施行として行う開発行為

10 公有水面埋立法第 2 条第 1 項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第 22

条 第 2 項の告示がないものにおいて行う開発行為

11 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

12 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

政令で定める規模とは

（政令第 19 条）

法第 29 項第 1 項の政令で定める規模は、次の表の第 1 欄に掲げる区域ごとに、そ

れぞれ同表の第 2 欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第 3 欄に掲げる場合には、

都道府県は、条例で、区域を限り、同表の第 4 欄に掲げる範囲内で、その規模を別に

定めることができる。

第 1 欄 第 2 欄 第 3 欄 第 4 欄

市街化区域 1,000 ㎡ 市街化の状況により、無秩序な 300 ㎡以上

市街化を防止するため特に必要 1,000 ㎡未満

があると認められる場合

区域区分が定められて 3,000 ㎡ 市街化の状況等により特に必要 300 ㎡以上

いない都市計画区域 があると認められる場合 3,000 ㎡未満

及び準都市計画区域

政令で定める建築物とは

（政令第２０条）

１ 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、ふ卵育雛施設、さく乳施

設、集乳施設、その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷
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の用に供する建築物

２ たい肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農

業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

３ 家畜診療の用に供する建築物

４ 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供

する建築物又は索道の用に供する建築物

５ 前各号に掲げるもののほか、建築面積が９０平方メートル以内の建築物

（土地開発事業の調整に関する規則 平成 12 年 3 月 24 日 岐阜県規則第 44 号）

（適用範囲）

第３条 この規則は、開発区域の面積が１ヘクタール以上又は建設する道路の延長

が１キロメートル以上の土地開発事業について適用する。ただし、次に掲げるも

のを除く。

（１）国又は地方公共団体が行うもの

（２）国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第１８条の政令で定める法人そ

の他知事が別に定める法人が事業者であるもの

（３）鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）の適用を受けるもの

（４）砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条の許可を受けて行う砂利採

取事業に係るものであって、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１

項に規定する河川区域又は同法第５４条第１項に規定する河川保全区域におい

て行うもの及び一時農地を転用し、砂利採取後農地に復元するもの

（５）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第７項に規定する市街地開

発事業

（６）都市計画法第２９条第１項本文又は岐阜県事務処理の特例に関する条例（平

成１２年岐阜県条例第４号）の規定により同法第三章第１節に規定する事務を

行う市町村の区域内において行うもの

（７）農業、林業又は漁業の用に供する目的で行うものであって知事が別に定める

もの

（８）非常災害に際し必要な応急措置として行うもの

（９）前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めるもの
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※改正都市計画法について

平成１８年５月３１日に都市計画法改正案が公布されたが、施行期日は１年６月を

超えない範囲で政令により定められる。改正の要旨は次のとおり。（町関係分）

① 大規模集客施設に係る立地規制（公布から１年６月以内）

・ 非線引き都市計画区域の用途地域以外地域（白地地域）においては、大規模

集客施設は原則として立地できない。（建築基準法第４８条及び別表第２）

大規模集客施設とは、店舗、飲食店、劇場、映画館、観覧場（スタジアム等）、

アミューズメント施設、展示場（メッセ等）の用途の床面積が１万㎡を超える

施設。

② 開発許可制度の見直し（公布から１年６月以内）

○ 開発許可対象の拡大

・ 公共公益施設、国等が行う開発行為への拡大

これまで開発許可が不要とされていた医療施設、社会福祉施設、学校、

国、都道府県等が行う開発行為について、開発許可等を要することとなっ

た。（都市計画法第２９条）

・ 国又は都道府県等が行う開発行為については、当該国の機関又は都道府県

等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったもの

とみなす。（都市計画法第３４条の２）

③ 都市計画提案権者の拡大（公布から３月以内）

・ 一定の開発事業者が都市計画提案を行えるよう範囲を拡大した。一定の条件

を満たした事業者から提案を行えるようになった。提案に対する回答は、合理

的な範囲内に行わなければならない。（都市計画法第２１条の２）

④ 広域的調整手続きの円滑化（公布から６月以内）

・ 知事は、市町村による都市計画決定の協議を行うにあたり、必要があれば関

係市町村に対し意見を求めることができる。（都市計画法第１９条第５項）
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（第５条及び第６条関係）

富 加 町 土 地 開 発 基 準

第１ 総 則

１．趣 旨

この開発基準は、富加町開発事業指導要綱第５条第２項及び第６条第１項の規定に基づき、開発

協議及び事前協議における公共施設及び公益的施設の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

２．準用規定

この開発基準において定めのない事項は、都市計画法第３３条による開発許可基準、岐阜県土地

開発事業の調整に関する規則、富加町集合住宅等建築に関する指導要綱（平成５年８月１日訓令甲

第６号）、及び富加町における建築行為に係る後退用地に関する要綱（平成１０年１１月１日訓令

甲第１３号）を準用する。

３．総合計画等との適合

土地の利用目的は、富加町総合計画その他の土地利用に関する計画に適合するものであること。

４．防災措置

（１）土地の区画形質の変更は、現況の地形に添った計画とし、土工量も必要最小限とすること。

（２）開発区域の現況及び開発事業により予想される災害等について事前に調査、把握してあるこ

と。

（３）工事の施工にあたっては、防災工事（仮設工事を含む）を先行し、崖崩れ、土砂の流出、地

滑り、出水等の災害が発生しないように適切な措置が講じられているものであること。

５．環境保全対策

（１）森林の伐採は、最小限にとどめ、開発事業の種別に応じ相当面積の樹林地を確保されている

ものであること。

（２）建物その他の構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周辺の自然環境に調和するものである

こと。

（３）開発区域内は、植栽及び植樹により潤いのあるものとすること。

（４）工事の施工にあたっては、環境保全型の建設重機を使用するなど、環境に配慮すること。
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６．公害等の防止

（１）開発事業により生ずる汚濁水は、開発区域内に必要な施設を設け、浄化した後でなければ開

発区域外へ放流しないこと。

（２）開発事業により発生が予想される騒音、振動、粉塵、電波、日照、臭い等の障害は、近隣住

民の日常生活に影響を及ぼさないよう発生防止に努めること。

（３）開発事業により発生が予想されるテレビ等の電波障害は、事前に調査を行い、障害発生の恐

れがあるときは、必要な措置を講ずるものとする。

（４）開発事業により発生する騒音、振動、粉塵、電波、日照、臭い等の障害について、事業者は

誠意を持ってその対応を行うこと。

（５）町長が必要と認めた開発事業については、環境保全協定を締結するものとする。

７．農林水産対策

（１）地域社会及び農林漁業その他の地域産業との調和が保たれるものであること。

（２）灌漑用水に支障を及ぼし、又は水質汚染等により農林水産業に悪影響を与える恐れがある開

発事業は計画しないこと。

８．文化財

（１）開発区域及びその周辺の文化財又は遺跡等の埋蔵文化財包蔵地の有無を事前に教育委員会に

照会し、文化財又は埋蔵文化財包蔵地がある場合はその取扱について、事前に教育委員会及び

関係機関と協議し、その指示に従うものとする。

（２）工事施工中に開発区域内より埋蔵文化財を発見した場合は、速やかに工事を中止し、教育委

員会及び関係機関の指示に従うものとする。

（３）上記（１）、（２）において、発掘調査、保存等にかかる費用は事業者の協力を得ておこな

うものとする。

９．その他

（１）開発事業の施行に伴い必要となる公共施設及び公益的施設の整備について、町の財政に影響

を及ぼさないよう事業者の経費負担において適切な配慮がなされていること。

（２）富加町以外の行政区域に隣接又は関係する開発事業の場合は、必要に応じてその行政又は地

域住民との協議を行うものとする。

第２ 公共施設等の施設計画
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１．開発区域の確定

（１）事業者は、あらかじめ開発区域外周（官民境界を含む。）の境界を確認し、開発区域の境界

を確定するものとする。その際に隣接する道路又は水路がある場合には、その幅員についても

確認を得ること。

（２）事業者は、確定した境界杭について、工事着工前に控えを取り、工事完了後に必ず復元する

ものとする。

２．道路

（１）道路計画

ア 道路計画は、既存の道路機能を損なわないように計画すること。

イ 事業者は、開発区域内及び隣接する道路に改良計画がある場合は、これに適合させること。

ウ 新設及び改良を要するときは、事業者の費用負担において、原則として事業者が施工する

こと。また、開発区域が接する道路に道路側溝が整備されていない場合は、原則として官地

側に新たに道路側溝を設置するものとする。

エ 道路の構造は、この基準に定めるもののほか、道路構造令及び岐阜県宅地開発指導要領に

準じ設計し、事前に担当課と協議するものとする。

（２）道路の配置

開発区域内に新たに設置される道路は、原則として袋路状としないこと。

（３）道路幅員

道路幅員は、開発目的にあった道路幅員を確保し、交通安全上支障の無いようにすること。

また、道路側溝を道路幅員に含める場合は、蓋掛けとする。

ア 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の５．０ｍ以上の適切な道路に接続していること。

ただし、車両の通行に支障がない道路に接続するなど、周辺の状況によりやむを得ないと町

長が認めた場合は、この限りでない。また、接続道路幅員等が狭く交通安全上支障をきたす

と認められる場合は、担当課と協議すること。

イ 前号において開発区域へ大型車輌等の進入が認められる場合は、６．０ｍ以上の道路と接

続していることとする。

ウ 開発区域内の道路は、原則として５．０ｍ以上とする。

エ 開発区域と接続しない区域外道路が隣接する場合については、町長が認める既存の道路中

心線から２．５ｍ以上の道路後退とすることができる。

オ 開発面積が３，０００㎡以上のものについては、岐阜県宅地開発指導要領の基準によるも

のとする。ただし、道路幅員の最低限度については、５．０ｍ以上とする。



- 21 -

カ 開発地への乗り入れ幅は、開発目的により決定する。住宅利用は４．２ｍ以下、商業施設

利用は７．８ｍ以下、大型車の乗り入れをともなう利用は１２．０ｍ以下を基準とする。

キ 事業者自らが拡幅した部分は、道路敷きとして所有権を町に帰属するものとする。

（４）道路側溝

ア 道路（位置指定道路含む）に設置する側溝は、原則としてＰＵ－３型側溝又は、可変勾配

側溝の車道用（Ｔ－２５）を使用すること。

イ 側溝蓋は、車道用（Ｔ－２５）騒音防止機能付を使用し、１０ｍにつき１枚はグレーチン

グ蓋とすること。

ウ 側溝の基礎は、均しコンクリート ｔ＝１０㎝とすること。

ＰＵ－３型側溝 可変勾配側溝

１枚／１０ｍはグレーチング蓋を使用 １枚／１０ｍはグレーチング蓋を使用

(18-8-25)

敷モルタル インバートコンクリート

50

30

均しコンクリート 100

砕 石 基 礎

均しコンクリート 100 100

(18-8-40)

エ 横断側溝は、横断用の二次製品使用もしくは現場打ち施工とし、大型車両の通行に影響の

ない構造（Ｔ－２５）とすること。

オ 横断側溝に二次製品を使用するときは、均しコンクリートは堅固な構造とし、必要に応じ

有筋構造とする。又、t＝１０㎝以上とする。

カ 横断側溝の蓋は、車道用（Ｔ－２５）グレーチング蓋とし、ボルト固定にて防音及び跳ね

上げ防止措置を行うこと。

キ 横断側溝は、原則として開渠で施工すること。ただし、開渠で施工できない理由がある場

合は、暗渠での施工を認めるものとする。

ク 横断側溝の勾配は０．３％以上とし、たるみによって排水が溜まることのない構造とする

こと。

ケ 横断側溝の流速は０．８ m/sec以上５ m/sec未満となるような設計とすること。
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（５）安全施設

崖面又は水路等に面する道路は、防護柵等により安全を期するものとする。

（６）位置指定の確認

開発区域の面積が３，０００㎡未満の開発事業においては、必要に応じて道路位置指定を受

けるものとする。

（７）画地計画

主として住宅の用に供する目的で行う開発事業においては、画地の形状及び規模を次のとお

りとすること。

ア 一区画の規模は１６５㎡以上を基準とし、周辺の状況や土地利用を考慮し計画するものと

する。

イ 画地は、道路に３ｍ以上接するものとし、原則として旗竿状にしないものとする。

３．排水施設

（１）排水計画

ア 排水計画は水系別に検討するものとする。

イ 開発区域内の排水計画については、周辺地域及び開発地内の利用者に問題の無いよう十分

な能力を持った施設を計画することとし、雨水の浸透を図る構造及び資材の利用を積極的に

進めるものとする。ただし、排水施設の設計にあたり浸透量等の効果は考慮しないものとす

る。

ウ 既存の河川、溜池又は排水路等に排水するときは、事前に当該施設の所有者及び管理者と

協議し、又は同意を得るものとする。

エ 開発区域内の排水については、直接区域外に排水することなく排水施設により集水し、周

辺地域に支障の無いよう排水すること。また当該施設の流過能力及び下流域の流下能力の検

討を実施し、下流域への影響がないよう改修及び調整池等を設置するものとする。

オ 開発区域面積が３，０００㎡未満の事業については、開発事業地から幹線排水路までの現

況施設とその流下能力を検証し、十分な流下能力が確保できない場合は、その部分を改修す

るか調整池にて調整し排水することを計画すること。また、水利管理者や地元自治会等より

特別な指示があった場合には、下流域への影響の有無を検討し対処するものとする。

カ 調整池等の必要性の検討は、岐阜県宅地開発指導要領の算定方式を用いて行うものとする。

ただし、１ ha未満の開発事業において、町長が特に認めた場合には、（２）－ウに定める

算定方式を用いて行うことができるものとする。
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（２）計画雨水量

計画雨水量の算定方式は、合理式を標準とする。

１
Ｑ ＝ ×ｆ×ｒ×Ａ

３６０

Ｑ ： 計画雨水流量（㎥／sec） ｆ ： 開発後の流出係数（１．０）

ｒ ： 降雨強度（㎜/hr） Ａ ： 開発面積（ｈａ）

ア 流出係数

地表の状態 平坦な農地 優良な林地 普 通 林 地 皆 伐 地 裸 地

択 伐 林 地 優良な草地 荒 廃 地

係 数 ０．６ ０．７ ０．８ ０．９ １．０

(注)ゴルフ場のコースについては０．９、宅地については１．０とする。

イ 降雨強度（単位㎜／ hr）

排 水 施 設 洪水調節容量 余 水 吐 能 力

１４２ １８３ ２３１

ウ 調整池容量…開発面積が１ｈａ未満 での特例を適用する場合

１
Ｑ ＝ ×（ｆ１－ｆ２）×ｒ×Ａ×ｔ

３６０

Ｑ ：調整池容量（ｍ３ ） ｆ１：開発後の流出係数 ｆ２：開発前の流出係数

ｒ ：降雨強度（㎜/hr） Ａ ：開発面積（ｈａ） ｔ ：貯留時間（min）

＊定数：ｆ１＝１ ｒ＝１８３ ｔ＝１，８００（３０分）
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エ 農業用排水路の断面

下流農業用排水路等の現況流過能力の最小値の検討を行おうとするときは、副断面の最大

値を次により行うものとする。（副断面が無い場所を除く）

3 0 0 3 0 0

＊小段及びハイウオーターレベル

HWL （以下「HWL」という。）を

300 ３０㎝とする。

（図ー１）

（３）既存排水路への接続

開発区域内の排水を既存排水路等へ接続するときは、開発区域内の排水路及び調整池の敷高

が既存排水路等のＨＷＬより上になるようにし、吐出口の構造を次のようにするものとする。

ア 農業用排水路

１）プレハブ水路の敷及び法面を保護する。

＊３スパン分、Ｌ＝４．５ｍ 調整池

２）副断面を侵さない。

オリフィス

1:1

HWL

張ブロック

（張コンクリート） 既存排水路等のＨＷＬより上。

100

100 敷 張 り
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張

ブ 鏡壁は、プレハブ排水路のアーム

ロ まで施工

ッ

4.5ｍ ク 調整池より

３ 敷 張 り

ス

パ

ン

（図ー２ 農業用排水路への接続）

イ 道路側溝

１）合流桝を設ける。

２）調整池の敷高は現況側溝のＨＷＬより上へ計画する。

（４）調整池

ア 調整孔の穴の大きさの決定

Ａ：調整孔の断面積（㎡） Ｑ：下流への可能放流量（ｍ３／ sec ２）

Ｃ：係数 ０．６ ｇ：９．８（ｍ／ sec ２）

ｈ：調整孔断面中心より水深（ｍ）

イ 下流の可能放流量の算定

下流水路の現況流過能力の変化地点ごとに比流量を算出し、その最小となる地点の流量を

可能放流量として用いる。

① 比流量の算出

Ｑｎ：変化地点の流過能力＝Ａ×Ｖ

Ａｎ：集水面積

ｎ：粗度係数 Ｒ：径深＝Ａ／Ｐ（ｍ）

Ｉ：勾配 Ａ：流水の断面積（㎡）

Ｖ：流速（ｍ／ｓｅｃ） Ｐ：潤辺（ｍ）

A=
C 2×g×h

Q
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河川及び水路の状況 ｎの標準値

一 般 河 道 0.035

急 流 河 川 及 び 川 幅 が 広 水 深 の 浅 河 0.045

三 面 張 水 路 0.025

コンクリート人工水路 0.020

コンクリート管及びＵ字溝（コンクリート二次製品） 0.013

Ｕ 型 水 路 （ 現 場 打 ち コ ン ク リ ー ト ） 0.015

組 立 水 路 0.030

両 岸 石 張 小 水 路 0.025

（ Ａ ）：開発面積（ｈａ） （Ａ１）：ア地点の集水面積（ｈａ）

（Ａ２）：イ地点の集水面積（ｈａ） （Ａ３）：ウ地点の集水面積（ｈａ）
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② 許容放流量の算定

ウ 余水吐

① 計画流量

② 水通し断面の決定

（断面形が梯形）

Ｂ１

ｈ’

Ｈ

ｈ

Ｂ０
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エ 余裕高

水深の２割以上とする。ただし、水深が１ｍに満たない場合は、２０㎝以上とすること。

４．その他施設

（１） 開発区域は、その利用及び周囲の状況に応じて乗り入れ部以外を柵、塀その他構造物によ

り周辺区域と分離し明確にすること。

（２） 事業者は、防犯及び交通安全上必要な施設（水銀灯、カーブミラー、ガードレール等）を

設置するよう努めなければならない。この場合において、必要に応じて警察署及び道路管理

者等の関係機関と協議するものとする。

第３ 消防水利

１．消防水利の設置

（１）開発事業にあたっては、消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）に適合した消防水

利を開発区域の防火対象物から１２０ｍ以内となるように配置するものとする。ただし、消火

栓及び防火水槽の施設割合については、町長と協議するものとする。

（２）消防水利の設置については、原則として建築を伴う開発事業に適用するものとする。

（３）開発区域外に消防水利があり、１２０ｍ以内に開発区域が含まれる場合は、設置について町

長と協議するものとする。

（４）防火水槽及び消火栓の設置については、別表の公共施設等の管理者一覧表に基づいて、新た

なる管理者と事前に協議をおこない計画すること。

２．防火水槽
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（１）防火水槽を設置するときは、、消防自動車が容易に近寄れる所とする。

（２）防火水槽は地下式又は半地下式とし、町長が定める標準仕様に適合するものであるほか、次

に掲げる基準に適合していなければならない。

ア 鉄筋コンクリート造等で漏水防止が完全にしてあること。

イ 吸管投入口の真下には、深さ０．５ｍ以上の溜桝状のストレーナー入れを設け、その広さ

は一辺又は直径が１．０ｍ以上であること。

ウ 半地下式の防火水槽の地表面の高さは、０．５ｍ以下で危険防止のための有蓋式であるこ

と。

エ 地下式の防火水槽は耐震構造とし、吸管投入口には、φ６００受枠付ダクタイル鋳鉄製蓋

（Ｔ－２５）を使用すること。

３．消火栓

（１）消火栓は、道路の交差点、分岐点付近等の消防活動に便利な場所に設け、途中においても沿

線の建物の状況に応じて、設置すること。

（２）消火栓は、呼称６５㎜の口径を有するもので、消火栓設置可能な上水道管口径は７５㎜以上

であり、設置場所までの水道管口径がそれ未満である場合は、その場所まで増口径（７５㎜以上）

すること。

ただし、水道管口径が７５㎜以上であっても、配水能力の劣る地域については、別途担当課と協議

すること。

（３）消火栓は、原則地下式として副弁付のものを設置すること。

（４）消火栓、ボックス類等は、町長が定める基準に従い事業者の費用負担により施行すること。
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４．水利標識

水利標識は、消防水利より５ｍ以内に設置するものとし、標識の様式は次による。

１４０

６００

３５０ ８０

６００

基礎コンクリート

50 300 300

3000 400

2100

基礎

＊数字は、ミリメートルを示す。

＊色彩：文字及び縁を白色、

地を赤色とする。
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第４ 給水施設

１．町の上水道施設から給水を受けようとするときは、事前に町長と協議するものとする。この場合

において、給水に必要な水道施設に要する費用はすべて事業者の負担とする。

第５ 公共下水道等

１．下水道への接続

（１）下水道（特環・農集）の処理区域内での汚水（し尿・雑排水）は、下水道管へ接続するもの

とする。この場合、開発事業に伴う下水道施設の設置は、事業者の負担において行わなければ

ならない。ただし、一部下水道施設への放流が不可能な場合は、事業者の責任において適切な

処理を行うものとする。

（２）開発事業に伴い下水道施設計画を策定する場合は、事前に町長と協議しなければならない。

（３）下水道処理区域外については、汚水の処理方法を町長と事前に協議すること。

（４）事業者が下水道施設を設置するときは、町の下水道等計画に適合させ、下水道法（昭和３３

年法律第７９条）、下水道施設基準（日本下水道協会発行）、富加町下水道条例（平成１０年

富加町条例第１７号）、富加町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成４年

富加町条例第５号）並びに富加町排水設備施行基準に基づき設計し、富加町下水道条例の定め

による富加町下水道排水設備等工事指定店を通じて工事を行わなければならない。

（５）下水道処理区域において設置された下水道施設は、工事完了後に町へ無償で帰属することす

る。

（６）事業者は、宅内工事着手前までに所要の手続を経て、受益者負担金を納めるものとする。

第６ 汚水処理施設

１．汚水処理計画

（１）事業者は、下水道処理区域外において浄化槽を設置するときは、表－２の基準により汚水処

理施設を設置しなければならない。

表－２

処理対象人数 処 理 施 設 排水基準 適 用

１００人以下 各戸浄化槽（合併処理） BOD 20PPM以下 ５０人槽までは、補助対象とする

１０１人以上 集中合併処理浄化槽 BOD 20PPM以下 浄化槽の周囲には適切な緩衝帯を設置すること.
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（２）浄化槽からの処理水は、常時流水のある公共水域又は公共水域となる排水路まで、雨水と分

離し暗渠により導水しなければならない。ただし、処理対象人口１００人以下の施設にあって

は、この限りではない。

（３）処理水の放流については、あらかじめ放流先の河川等の管理者及び水利権者等と協議をし、

必要に応じて当該管理者及び水利権者等の同意を得なければならない。

２．汚水処理施設の設計

（１）汚水処理施設は、町の将来計画に適合させ、下水道法その他関係法令及び下水道施設基準、

富加町下水道条例、富加町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び富加町排水

設備施行基準に準拠して設計しなければならない。

（２）汚水量の算定は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準により算定しな

ければならない。ただし、戸建住宅団地の場合で建物規模が不確定な場合は、戸当たりの処理

対象人員は６人とすること。

３．汚水処理施設の管理

（１）浄化槽の維持管理については、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）に基づき適正に管理し

なければならない。

（２）事業者は、汚水処理施設から出る汚泥の処理処分計画書を町長に提出し確認を受けなければ

ならない。

（３）集中合併浄化槽の敷地の周囲には、フェンス等を設け事故の防止に努めなければならない。

（４）事業者（浄化槽の管理者）は、処理対象となる全体の区画数及び人口を把握のうえ、将来に

おいて分筆等による区画数増大を認めることのないよう十分留意しなければならない。ただし、

やむを得ず分筆等による区画数の増大が伴う場合は、浄化槽の新設及び改築等について町及び

関係機関と協議すること。

４．その他

（１）工場その他のプラント等からの排水については、油等有害物質や汚濁水を含んだものを直接

下水道又は排水路等へ放流せず、適切な処理施設を設計し、関係法令の規定に適合した排水に

処理した後放流すること。

（２）開発事業地が下水道区域となった場合は、下水道への接続に協力するものとする。
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第７ 集会施設

１．３０戸以上の専用住宅（集合住宅を含む）を目的とする開発事業にあっては、区域住民の集会施

設を町長及び地元自治会と協議のうえ設置するものとする。

２．集会施設は、事業者において建築し、電気、ガス、水道、便所、物置、簡易な炊事施設の設置及

びその他集会施設として必要な備品を設置するものとする。

３．集会施設の設置については、計画書をもって事前に協議するものとする。

第８ ゴミ集積場

１．専用住宅（集合住宅を含む）を目的とする開発事業にあたっては、町長及び地元自治会と協議の

うえ次の基準により設置するものとする。

（１）面積は、１戸あたり０．２㎡以上とし、１８０㎝以上の幅を有すること。

（２）おおむね２０戸から３０戸に１箇所以上設置すること。

（３）位置は公道に接すること。

（４）ゴミ集積場は、民地内で積み込み出来る位置とすること。

２．自己の用に供する目的で行う開発事業に伴い発生するごみは、事業者の責において処理するもの

とする。

第９ 駐車場

１．専用住宅（集合住宅を含む）を目的とする開発事業にあっては、計画戸数１戸につき１．２台以

上（２台以上が望ましい）の駐車場用地を確保するものとする。ただし、各住宅内又は開発区域外

に駐車場用地を確保できる場合は、この限りでない。

第１０ 植栽及び植樹による緑化

１．開発区域内には開発面積の３％以上の緑地を確保するとともに、植栽及び植樹を行い緑化に努め

ること。

第１１ その他

１．開発事業の工事施行管理に用いる基準は、町へ帰属を予定するものについては公的に定める基準

に準じることとする。
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２．工事の施行状況（特に不可視分）を確認するため、主要な部分の写真管理を実施し、完了届と同

時に整理して提出すること。

３．開発事業の説明時や開発事業の完成までに地元自治会、住民、隣接者等から要望事項等が出され

た場合は、誠意をもって対応するとともに、その要望内容と対応について速やかに書面により町へ

提出すること。

また、開発事業完了後においても、開発事業に起因する諸問題が発生した場合は、誠意を持って

対処すること。
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富加町土地開発基準の運用について

平成 23年 11月 1日

第１ 一般的事項

１．趣 旨

富加町土地開発基準（以下「開発基準」という。）は、富加町開発事業指導要綱第５条第２項及

び第６条第１項の規定に基づき、開発 協議及び事前協議における公共施設及び公益的施設の整備に

関し必要な事項を定めており、個々の基準の運用及び手続きについてその詳細を定めるものとする。

２．調整池容量について

開発基準の「３．排水施設」、「（１）排水計画」、「カ」中ただし書きの「町長が特に認めた場合」

とは、次の場合を言う。

（１）開発事業地にかかる雨水の排水経路中、開発事業地から幹線排水路までの間、開発事業地の下

流域における雨水の集水範囲内に、一般住宅等の住居（自己の居住用の住宅又は兼用住宅、集会場等

を含む）が無い場合
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富加町土地開発基準における幹線排水路の考え方について

幹線排水路は、開発区域下流域の雨水の各集水地点の内、考慮すべき最小の現況流下能力の地点（以

下「ネック点」という。）の下流域側で、流下能力を考慮する必要の無い、比較的大きな流下能力を

有する排水路等とする。

幹線排水路の採用履歴

採用年月日 申請者 採用箇所 摘 要

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日
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別表（第 15 条関係）

公共施設等の管理者一覧表

施設の名称 管 理 者 管 理 の 方 法

（担当課）

道 路 富 加 町 工事完了後、敷地・施設とも帰属する。

（位置指定道路含む） (建設課 )

沈砂調整池 富 加 町 自己用外については工事完了後、敷地・施設とも帰

＊１ (建設課 ) 属する。施設の通常維持管理については居住者又は

事業者で行う。

排 水 施 設 富 加 町 工事完了後、敷地・施設ともに町に帰属する。

＊２ (建設課 )

農 業 用 富 加 町 工事完了後、敷地・施設ともに町に帰属する。

排 水 施 設 (産業環境課 )

公 園 富 加 町 工事完了後、敷地・施設ともに町に帰属する。

(教育委員会 )

消 火 栓 富 加 町 工事完了後、施設は町に帰属する。

（総務課）

防 火 水 槽 富 加 町 工事完了後、敷地・施設とも帰属する。

（総務課）

富 加 町 帰属は受けないが、設置にあたっては、町長と協議

ごみ集積場 (産業環境課 ) するものとする。施設の維持管理及び清掃について

は、居住者又は事業者で行うものとする。

敷地は町又は地縁団体と協議し帰属先を明確にす

集 会 施 設 富 加 町 る。施設の帰属は受けないが、設置にあたっては、

（総務課） 町長と協議するものとする。施設の維持管理につい

ては、居住者又は事業者で行うものとする。
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自己用外のみ、敷地は町へ帰属する。但し、地縁団

富 加 町 体等より要請があった場合この限りではない。施設

汚水処理場 帰属は受けないが、設置にあたっては、町長と協議

(建設課 ) するものとする。施設の維持管理については、居住

者又は事業者で行うものとする。

緑 地 富 加 町 自己用外のみ敷地は町へ帰属する。但し、地縁団体

（残地森林、造成森林 等より要請があった場合はこの限りではない。施設

含） (産業環境課 ) の維持管理については、居住者又は事業者が協力す

＊３ る。

注１

＊１ 兼用調整池については帰属を受けないものとする。

＊２ 帰属後の維持管理が容易にできるものであること。

＊３ 管理通路が併設されているものについてのみ帰属を受ける。

注２

１，道路、公園等の法面が維持管理上必要である場合は、その施設の敷地として

帰属を受ける。

２，開発連絡会議等において、施設等の移管及び管理者に疑義のある場合は、別

途協議し決定する。
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様式第１号（第５条及び第６条関係）

開 発 協 議 （ 変 更 ） 申 請 書

年 月 日

富加町長 様

事業者 住 所

氏 名 印

（ TEL ）

富加町開発事業指導要綱第 条第 項の規定により次のとおり協議します。

土 地 開 発 事 業 名

開 発 区 域 の 位 置 富加町

開 発 区 域 の 面 積 （公簿） ㎡ ・（実測） ㎡

事 業 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日

事 業 計 画 別紙事業計画書のとおり
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事 業 計 画 書 （ 変 更 ）

開 発 の 目 的

開 発 区 域 の 位 置 富加町

開 発 区 域 の 面 積 （公簿） ㎡・（実測） ㎡

設 計 者 の 住 所 及 び 氏 名

TEL( ) -

工事施行者の住所及び氏名

TEL( ) -

施工監理者の住所及び氏名

TEL( ) -

１．開 発 区 域 の 現 況

（１） 開発区域地目別・所有者別の土地面積 （単位：㎡）

公共

区 分 宅地 田 畑 山林 原野 その他 計 ％

施設

自己所有地面積

買 収 予 定 面 積

地上権・賃借権

契 約 面 積

地上権・賃借権

予 定 面 積

そ の 他

計

（２） 地 域 指 定

用途地域（ ）・砂防地域・保安林地域

農振地域・土地改良区

（３） その他法令等による規制又は制限

（４） 位置指定道路・道路後退用地等の帰属
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２．土 地 利 用 計 画

その他公共 公 益 的

区分 宅 地 道 路 公園等 その他 計

施 設 用 地 施設用地

面積 ㎡

比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ １００％

３．設 計

（１） 宅 地 計 画

宅地用地面積 街 区 数 区 画 数 一 区 画 の 面 積

最小 最大

㎡ ㎡～ ㎡

（２） 道 路 計 画

番 号 幅 員 延 長 面 積 最 大 勾 配 路面仕上 予 定 管 理 者

ｍ ｍ ㎡ ％

（３） 接 続 す る 区 域 外 道 路

道 路 名 及 び 路 線 番 号 管 理 者 幅 員 自費施工・占用の要、不要

ｍ

（４） 排 水 施 設

番 号 種 類 寸 法 勾 配 延 長 放 流 先

％ ｍ 名 称

種類・寸法

管 理 者

（５） 公 園 等

番 号 面 積 敷地勾配 施 設 の 概 要 予 定 管 理 者

㎡ ％
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（６） 擁 壁 等

番 号 種 類 寸 法 勾 配 高 さ 備 考

％ ｍ

切土面積 ㎡ 切土量 ｍ３

盛土面積 ㎡ 盛土量 ｍ３

法面の保護の方法

防 災 措 置

汚 水 処 理 放流先

消 防 水 利 消火栓 基 防火水槽 基 ｍ３

給 水 施 設

集会施設用地 箇所 ㎡

清掃施設用地 箇所 ㎡ 仕上

駐車スペース 台 ㎡

緑 化 計 画 植栽等

緑地率 ㎡ ％

４．開発区域の確認

開 発 区 域 内 確認日（ 年 月 日）

開発区域外周 確認日（ 年 月 日） 杭の設置（済・未）

公 共 施 設 等 確認日（ 年 月 日）

５．利害関係者等との協議

土地所有者 （ ） 説明（ 月 日済・未） 承諾（有・無）

隣接者 （ ） 説明（ 月 日済・未） 承諾（有・無）

隣接者 （ ） 説明（ 月 日済・未） 承諾（有・無）

隣接者 （ ） 説明（ 月 日済・未） 承諾（有・無）

地元自治会 （ ） 説明（ 月 日済・未） 承諾（有・無）

放流先管理者（ ） 説明（ 月 日済・未） 承諾（有・無）

その他（抵当権者等） （ ） 説明（ 月 日済・未） 承諾（有・無）

＊添付図書は、添付図書一覧表により作成し添付すること。

＊変更の場合は、変更後を朱書きすること。
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関係機関との協議

農 地 法 農業振興地域除外手続 要・不要 除外（ 年 月 日） 目的（ ）

農 地 転 用 要・不要 申請（ 年 月 日）

森 林 法 林 地 開 発 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

伐 採 届 要・不要 協議（ 年 月 日） 届出（ 年 月 日）

河 川 法 河 川 区 域 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

河 川 保 全 区 域 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

国 有 財 産 法 用途廃止等 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

使 用 等 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

道 路 法 占 用 等 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

（国・県） 自 費 工 事 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

道 路 法 占 用 等 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

（町） 自 費 工 事 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

農 業 施 設 改 築 申 請 産業環境課 要・不要 協議（ 年 月 日） 申請（ 年 月 日）

集合住宅に関する指導要綱 建 設 課 要・不要 協議（ 年 月 日） 提出（ 年 月 日）

給 水 協 議 建 設 課 要・不要 協議（ 年 月 日） 提出（ 年 月 日）

消防水利施設 総 務 課 要・不要 協議（ 年 月 日）

汚水処理施設 建 設 課 要・不要 協議（ 年 月 日） 施設（ ）

下 水 道 施 設 建 設 課 要・不要 協議（ 年 月 日） 除外施設（ 有 ・ 無 ）

(特環・農集) 自費工事（ 有 ・ 無 ）

排 水 協 議 建 設 課 要・不要 協議（ 年 月 日）

清 掃 施 設 産業環境課 要・不要 協議（ 年 月 日）

埋蔵文化財等 教育委員会 要・不要 協議（ 年 月 日） 試掘（ 年 月 日）

位置指定道路 建 設 課 要・不要 協議（ 年 月 日） 提出（ 年 月 日）
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添 付 図 書 一 覧 表

１．添付書類

書 類 の 名 称 説 明 備 考

１ 登 記 事 項 全 部 正本１部には、原本を添付すること。

証明書

２ 開発同意書 開発行為の妨げとなる権利を有する者の

同意書には、印鑑証明書を添付すること

３ 排水計算書

４ 調整池検討書 集水流域図を作成し、検討すること

５ 土量計算書

６ 施設管理予定者との協議書 公共施設の管理者一覧表（別表）に基づ 様式第１０号

き作成すること。

７ 現況写真 正本１部に開発区域の全景写真を添付す

ること。

２．添付図面

図 面 の 名 称 明 示 す べ き 事 項 縮 尺 備 考

1 開発区域位置図 ○方位○開発区域の位置○主 1/50,000

要道路からの経路 以上

2 開 発 区 域 図 ○方位○標高○開発区域の境 1/2,500

（現況図） 界（朱線により明示。以下同 以上

じ。）

○開発区域の境界○開発区域 隣接地を含む

3 土地公図の写し 並びに隣接地の地目、面積及

び所有者名

4 実 測 図
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図 面 の 名 称 明 示 す べ き 事 項 縮 尺 備 考

○方位○地盤高（現況及び計

画高を標高で明記。以下同じ 1/500

5 土地利用計画図 ○開発区域の境界○公共施 以上

設の位置及び形状○予定建築

物の敷地の形状及び用途

○方位○地盤高○開発区域の 色分け

境界○切土又は盛土をする部 1/500 切土：茶色

6 造成計画平面図 分の色分け○擁壁又はがけの 以上 盛土：緑色

位置、形状、勾配及び記号

○縦横断線の位置及び記号

○切土又は盛土をする前後の 色分け

7 造成計画断面図 地盤面の色分け○擁壁又はが 1/500 切土：茶色

けの位置及び形状○境界線の 以上 盛土：緑色

位置

○道路縦断線の記号、測点、 1/500 路線ごとに表

8 道 路 縦 断 図 勾配、地盤高、単距離及び追 以上 示すること

加距離

○道路横断線の記号、幅員、 道路種別によ

及び横断勾配○路面の種類及 る標準断面図

9 道 路 横 断 図 び構造○側溝の位置、形状及 1/50 によること

び寸法○集水桝の形状及び寸 以上

法○側溝及び集水桝の取付方

法

○排水区域の区域界○排水施

10 排 水 施 設 計 画 設の位置、種類及び形状 1/500

平 面 図 ○排水施設の流水方向、勾配 以上

及び距離○調整池並びに吐出

口の位置及び放流先

○開渠、暗渠、マンホール、 1/50

11 排 水 施 設 構 造 集水桝等の種類、形状及び寸 以上

図 法○基礎材の表示



- 46 -

図 面 の 名 称 明 示 す べ き 事 項 縮 尺 備 考

○調整池の形状及び寸法○調 1/50

12 調 整 池 構 造 図 整孔並びに余水吐の位置、形 以上

状及び寸法

13 吐 出 口 構 造 図 ○吐出口の形状及び寸法○既 1/50

設排水路との接続方法 以上

14 が け の 断 面 図 ○がけの高さ、勾配及び土質 1/50

○がけ面の保護の方法 以上

○擁壁の種類、形状及び寸法 必要に応じ構

○裏込め並びに透水層の表示 1/50 造計算書を添

15 擁 壁 の 断 面 図 及び寸法○根入れ及び基礎材 以上 付すること

の表示○水抜穴の位置、材料

及び内径

16 擁 壁 の 展 開 図 ○擁壁の勾配及び距離○地盤 1/50

高及び地盤面○折れ点の表示 以上

17 給 水 施 設 計 画 ○給水施設の位置、形状及び 1/50 排水施設計画

平 面 図 寸法○消火栓の位置 以上 平面図とあわ

せて図示可

18 防 火 水 槽 構 造 ○防火水槽の形状、材料及び 1/50

図 寸法 以上

19 土 砂 搬 入 経 路 ○開発区域から搬出入先まで 1/50,000

図 を経路別に表示 以上

その他町長が

20 そ の 他 参 考 図 必要とする図

書 書

＊各図面には、事業名、図面の名称及び図面番号を明記すること。

＊添付図書について法令等により定めのある場合は、それに従うこと。
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様式第２号（第５条関係）

富産都第 号

年 月 日

様

富加町長 坂 井 弘 道

承 認 書

富加町開発事業指導要綱第５条第２項の規定により、富加町土地開発事業対策連

絡会議において協議したところ、下記事項を履行する事をもって承認する。

記

事 業 名

開発位置

開発面積 （公簿） （実測）

工事施工期間 年 月 日から 年 月 日

１．申請書どおり確実に施工して下さい。

２．道路使用により道路管理者に損害を与え、又は第三者と紛争を生じた時は、

道路使用者の責任において損害を賠償し、又は紛争を解決して下さい。

３．関係法令を遵守するとともに、地元住民との紛争なきよう留意して下さい。

４．工作物の建築確認等を必要とする場合は、建築確認申請書により確認を得て

下さい。

５．開発工事に伴って採掘した砂れき及び土石等を区域外へ搬出し、埋土、盛土

等に利用する場合は、有償無償及び自家消費を問わず砂利採取法第１６条及び

採石法第３３条の規定による採取計画の認可を受ける必要があるので、事前に

中濃振興局と協議して下さい。

６．造成資材、土砂等の搬入出にあたっては、通過地域における車輌の砂塵、騒
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音等をできるかぎり少なくして下さい。

７．開発境界においては、付近の住民の生活を侵すことのないよう十分留意して

下さい。

８．造成工事に着手する前に、着工届を提出して下さい。

９．造成工事が完了したときには、速やかに完了届を提出し、検査を受けて下さ

い。

１０．造成工事中に埋蔵文化財等が発見された場合には、速やかに工事を中止し、

教育委員会へ連絡して下さい。

１１．土地利用計画を変更する場合には、改めて開発協議を行って下さい。

１２．工事施工者若しくは工事期間の変更、工事の中止若しくは廃止をするときは

変更、廃止届を提出してください。なお、所定の手続が無く１年以上工事の着

手をしない、又は中断したままのときは、町から開発の打ち切りを通知します。

開発事業の中止、廃止、又は打ち切りの場合は、関連諸法の手続も速やかに

行ってください。

１３．法令を遵守するとともに環境や安全には十分配慮してください。
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様式第３号（第１０条関係）

着 工 届
年 月 日

富加町長 様

事業者 住 所

氏 名 印

（ TEL ）

富加町開発事業指導要綱第１０条第２項の規定により届出します。

土 地 開 発 事 業 名

開 発 区 域 の 位 置 富加町

開 発 区 域 の 面 積 （公簿） ㎡ ・（実測） ㎡

開 発 承 認 年 月 日 年 月 日

工 期 自 年 月 日

至 年 月 日

工施 住 所

行 氏 名

事者 連 絡 場 所 （4 ）

施監 住 所

理 氏 名

工者 連 絡 場 所 （4 ）

設 住 所

計 氏 名

者 連 絡 場 所 （4 ）

備 考
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様式第４号（第１１条関係）

変 更 ・ 廃 止 等 届

年 月 日

富加町長 様

事業者 住 所

氏 名 印

（ TEL ）

富加町開発事業指導要綱第１１条の規定により届出します。

土 地 開 発 事 業 名

開 発 区 域 の 位 置 富加町

開 発 区 域 の 面 積 （公簿） ㎡ ・（実測） ㎡

開 発 承 認 年 月 日 年 月 日

変 更 承 認 年 月 日 年 月 日

中 止 ・ 廃 止 年 月 日（中止 ( 日間 ) ・廃止）

変 更 前 変 更 後

工 自 年 月 日 自 年 月 日

期 至 年 月 日 至 年 月 日

変更の内容

変更の理由
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様式第５号（第１２条関係）

地 位 承 継 届

年 月 日

富加町長 様

地位譲受者 住 所

氏 名 印

（ TEL ）

富加町開発事業指導要綱第１２条の規定により届出します。

土 地 開 発 事 業 名

開 発 区 域 の 位 置 富加町

開 発 区 域 の 面 積 （公簿） ㎡ ・（実測） ㎡

開 発 承 認 年 月 日 年 月 日

変 更 承 認 年 月 日 年 月 日

地 位 譲 渡 者

住 所

氏 名 印

譲 渡 理 由

備 考
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様式第６号（第１４条関係）

完 了 届

年 月 日

富加町長 様

事業者 住 所

氏 名 印

（ TEL ）

富加町開発事業指導要綱第１４条第１項の規定により届出します。

土 地 開 発 事 業 名

開 発 区 域 の 位 置 富加町

開 発 区 域 の 面 積 （公簿） ㎡ ・（実測） ㎡

開 発 承 認 年 月 日 年 月 日

変 更 承 認 年 月 日 年 月 日

工 期 自 年 月 日

至 年 月 日

工 事 完 了 年 月 日 年 月 日

備 考

＊完了写真（全景）を添付すること。
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様式第７号（第１４条関係）

富産都 第 号

年 月 日

事業者 住 所

氏 名 様

富加町長

指 示 通 知 書

富加町開発事業指導要綱第１４条第２項の規定により完了検査を実施したとこ

ろ、施工内容が承認内容と異なっているため、下記のとおり措置（改善）するよ

う通知します。

記

＊完了したらすみやかに措置（改善）届を提出すること。
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様式第９号（第１４条関係）

年 月 日

富加町長 様

事業者 住 所

氏 名 印

措 置 （ 改 善 ） 届

年 月 日付 富産都第 号で指示のありました件につい

ては、下記のとおり措置（改善）したので届出します。

記

＊施工写真及び指示通知書（写）を添付すること。
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様式第８号（第１４条関係）

富産都 第 号

年 月 日

事業者 住 所

氏 名 様

富加町長

検 査 済 証

下記開発事業の検査を行ったところ、承認内容に適合しているので、富加町開

発事業指導要綱第１４条第３項の規定により検査済証を交付します。

土 地 開 発 事 業 名

開 発 区 域 の 位 置 富加町

開 発 区 域 の 面 積 （公簿） ㎡ ・（実測） ㎡

開 発 承 認 年 月 日 年 月 日 第 号

変 更 承 認 年 月 日

年 月 日 第 号

検 査 年 月 日 年 月 日

事 業 者 側 立 会 人

備 考
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様式第１０号（第８条、第１５条関係）

管理予定者との協議書

年 月 日

富加町長 様

住 所

事業者

氏 名 印

地内で行う富加町開発事業指導要綱に基づく

開発事業に関する工事により設置される施設等の管理について、同要綱第８条第

２項の規定により次のとおり協議します。

施設等の名称 位 置 規 模 ・ 概 要 管 理 者 移 管 の 内 容
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様式第１１号（第１５条関係）

寄 附 申 出 書

年 月 日

住 所

事業者

氏 名 印

富加町開発指導要綱第１５条第２項の規定により、下記の施設・敷地を寄附し

たいので申し出します。なお、寄附した日から原則として２年を経過する日まで

に、隠れた瑕疵が原因にて公共施設等の破損があった場合は、すべて自己の負担

において復旧します。

開 発 事 業 名

開発承認年月日 年 月 日 富産都 第 号

移管検査年月日 年 月 日

寄 附 す る 施 設

施 設 名 施 設 の 位 置 地 目 面 積

添付書類 添付図面

１・登記承諾書 １通 １・位置図 １部 ５・施設構造図 １部

２・印鑑証明書 １通 ２・公図写し １部

３・資格証明書 １通 ３・地積測量図 １部

４・土地登記簿謄本 １通 ４・ 土 地 利 用 計 画 平 面 図 １ 部
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様式第１２号（第２０条関係）

富産都 第 号

年 月 日

事業者 住 所

氏 名 様

富加町長

開発協議に係る承認の取消通知書

年 月 日付けで協議のあった開発行為につきましては、富加町開発

事業指導要綱第 5 条第 2 項の規定により 年 月 日付富産都第 号

で承認書の交付を行いましたが、次の理由により承認を取り消しますので、同要

綱第 20 条第 2 項の規定により通知します。

1 取消の理由

2 取消の日 年 月 日
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別添

平成 年 月 日

事業者 様

（所属及び役職 ）

住所

氏名 印

開発行為施行同意書

１．事 業 地 富加町

２．開発目的

上記開発計画（ ）について、（ ）として、下記

の条件を付してこれに同意する。

（条件・回答）

※同意内容等により適宜修正してください。
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事 務 手 続

１ 法関係

Ａ．国土利用計画法第２３条関係の土地売買等届出

一定規模以上（富加町：５，０００㎡）の一団の土地について、土地に関する所有権、地上権

若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結した

場合等。（事後届出）

提出先 町長（建設課 都市計画 G）→中濃振興局長（振興課）

→県知事（都市建築部都市政策課）

Ｂ．都市計画法第 29 条第１項関係の開発協議申請

一定規模以上の（富加町：３，０００㎡）一団の土地について、主として建築物の建設又は特

定工作物の建設の用に利用する目的で行う土地の区画形質の変更（開発行為）をする場合

提出先 町長（建設課 都市計画 G）→中濃振興局（振興課）

→中濃建築事務所長（建築指導担当）

Ｃ．農業振興地域の整備に関する法律第１３条申請

開発区域に農地を含み、その区域が用途地域指定区域外であり、農業振興地域（法第８条関係）

の場合。

提出先 町長（産業環境課 産業環境 G）→可茂農林事務所長（農業振興課）

→県知事（農政部農業振興課）

Ｄ．農地法第４条、５条関係の農地転用申請

開発区域に農地がある場合。

提出先 町農業委員会→可茂農林事務所長（農業振興課）

→県知事（農政部農業振興課） …４ha未満

町農業委員会→可茂農林事務所長（農業振興課）

→県知事（農政部農業振興課）→農林水産大臣…４ha以上
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Ｅ．森林法第１０条関係の伐採届、林地開発許可申請

開発区域に林地がある場合。

提出先 １ ha未満…町長（産業環境課 産業環境Ｇ）

１ ha以上…林地開発許可申請 可茂農林事務所長（林業課）

Ｆ．森林法第２７条関係の保安林解除申請

開発区域に保安林がある場合。

提出先 法２５条４～１１号

可茂農林事務所長（林業課）

法２５条１～３号

可茂農林事務所長（林業課）→県知事（農政部林政課）→農林水産大臣

Ｇ．河川法第２３条～２７条、２９条、５５条申請

開発区域に河川区域を含む場合（法第２３条～２７条及び２９条関係）。

提出先 町長（建設課 建設 G） …準用河川

可茂土木事務所長（施設管理課） …一級河川（知事管理）軽微な内容

可茂土木事務所長（施設管理課）

→知事（県土整備部河川課） …一級河川（知事管理）

国土交通大臣 …一級河川（直轄管理）

開発区域に河川保全区域を含む場合（法第５５条関係）。

提出先 町長（建設課 建設 G） …準用河川

可茂土木事務所長（施設管理課） …一級河川（知事管理）

国土交通大臣 …一級河川（直轄管理）

Ｉ．建築基準法第４２条関係の道路位置指定事前協議申請、道路位置指定申請

開発区域に道路位置の指定を受ける場合。ただし都市計画法第 29 条第 1 項に基づく開発許可

を受ける場合は、申請不要。

提出先 町長（建設課 都市計画 G）→中濃建築事務所長（建築指導担当）
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Ｊ．道路法第２４条関係の自費工事申請並びに第３２条関係の道路占用申請

道路に関する工事を行う場合並びに工作物等を設置し、継続して使用する場合。

提出先 町長（建設課 建設 G） …町道

可茂土木事務所長（施設管理課）

…一般国道（指定区域外）、主要地方道、一般県道

国土交通大臣（国土交通省）…一般国道（指定区域）

Ｋ．文化財保護法第９３条・第９７条関係

開発区域内に周知の埋蔵文化財包蔵地を含む場合若しくは開発中に新たに埋蔵文化財包蔵地を

発見した場合。

提出先 町長（教育委員会）→県知事（教育委員会社会教育文化課）→文化庁長官

Ｌ．砂利採取法の許可申請（第 16条 知事の認可）

砂利を採取し販売する場合。

提出先 中濃振興局長（産業労働課）→県知事（産業労働部産業政策課）

Ｍ．採石法の許可申請

土石を採取する場合。

提出先 中濃振興局長（産業労働課）→県知事（産業労働部産業政策課）



- 63 -

２ 県条例、規則、指針及び県要綱関係

Ｑ．岐阜県土地開発事業の調整に関する規則関係の土地開発事業開発協議申請

１０，０００㎡以上の開発協議で、都市計画法（40ha 未満）、森林法（40ha 未満）、砂利採取

法、採石法等の個別法による許可申請を行わない場合。

提出先 町長（建設課 都市計画 G）→中濃振興局長（振興課）

Ｒ．岐阜県環境影響評価条例第２条関係

岐阜県環境影響評価条例第２条に規定する第一種対象事業又は第二種対象事業を行う場合。

提出先 県知事（環境生活部 地球環境課）・町長（住民福祉課 住民環境 G）

Ｓ．岐阜県地域環境保全指針関係の環境配慮自己判定表提出

５０，０００㎡以上の土地開発事業を行う場合。（提出時期は土地開発事業事前協議時）

提出先 県知事（環境生活部 地球環境課）・町長（住民福祉課 住民環境 G）

Ｔ．岐阜県普通河川等取締条例第４条、第５条申請

河川法を適用しない河川等（普通河川等）で、制限行為、占用及び使用等を行う場合。

提出先 町（建設課 建設 G）
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３．町指導要綱関係

Ｕ．富加町開発事業指導要綱

１，０００㎡以上の土地開発事業を行う場合（都市計画法第 29 条第 1 項に基づく開発協議の

町事前協議、県土地開発事業の調整に関する規則に基づく土地開発事業事前協議並びに土地開発

事業開発協議の町事前協議を含む）。

提出先 町長（建設課 都市計画 G）

Ｖ．富加町集合住宅等建築に関する指導要綱

集合住宅及び単身生活者住宅の住戸が２戸以上の場合。

提出先 町長（建設課 都市計画 G）

Ｗ．富加町における建築行為に係る後退用地に関する指導要綱

建築基準法上の道路で、町長がこの要綱を摘要する必要があると認めた幅員５ｍ未満の道路

の場合。

提出先 町長（建設課 都市計画 G）

Ｘ．国有財産関係

開発区域に、法定外公共物（普通河川及び認定外道路等）があり、形状を変更する場合等。

提出先 町長（建設課 建設 G）
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開発許可事務の手続のフロー 3,000 ㎡以上

農地転用許可申請書

届出書

他法令許可申請書等

土地権利者

公共施設管理者

農業水路管理者

農道管理者

新たに設置される

公共施設の管理者

同

意

・

協

議

協

議

20ha 義務教育施設設置義務者

以上 水道事業者

40ha 一般電気・ガス事業者

以上 鉄道・バス事業者

申
請
書

副
本
二
部

開
発
許
可

正
本
一
部

市
町
村

（
経
由
）

建

築

事

務

所

審

査

許 可

又 は

不 許 可

(通 知 )

市
町
村

（
経
由
）

申

請

者

申

請

者

国土利用計画法（事後届出）

土地開発事業事前協議（1ha以上）

（岐阜県土地開発事業の調整に関する規則）

町土地開発事業協議（1,000㎡以上）

（富加町開発事業指導要綱）

環境影響評価

(岐阜県環境影響評価条例）

照 合

結
果
書
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《開発面積が 1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満》

事前相談

開 発 協 議 申 請 書 （様式第１号）

管理予定者との協議書

（様式第１０号）

連絡会議

事業者 意 見 書

町 回 答 書

承 認 書 （様式第２号）

着 工 届 （様式第３号）

地 位 承 継 届 変 更 ・ 廃 止 届

（様式第５号） （様式第４号）

開発協議変更申請書

変 更 承 認 書

完 了 届 （様式第６号）

寄 付 申 出 書

（様式第１１号） 完 了 検 査

指 示 通 知 書

（様式第７号）

措置（改善）届

検 査 済 証 （ 様式第９号） （様式第８号）
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開発協議スケジュール

事 前 相 談 （締切日の１週間程度前までに事前審査）

あらかじめ関係各課と協議を行うこと。

開 発 協 議 申 請 締 切 （毎月１日・１５日 但し休日の場合は翌日）

【提出部数】

３，０００㎡未満の開発事業の場合

・町 開 発 協 議 正・副本各１部 連絡会議用８部 合計１０部

３，０００㎡を超える開発事業の場合

・町 開 発 協 議 正・副本各１部 連絡会議用８部 合計１０部

・都計法２９条申請 正・副本各１部 町の控え１部 合計 ３部

※ 提出日は、締切日とする。（都計法２９条申請を除く。）

※ 連絡会議用８部については、申請書、事業計画書、位置図、公図、土地利用計画図、排水施

設計画平面図のほか、必要であれば別に指示する資料を添付。

開発事業対策連絡会議 （原則として、締切日より１週間以内に開催）

※ 開発事業対策連絡会議の審査結果通知書 （会議開催日より１週間以内に通知）

※ 申請図書の修正及び回答書提出 （通知書を受け取った日より１週間）

承 認 書 交 付

都市計画法申請（県への進達）

※ 事前に都計法３２条の協議、同意を済ませておくこと。


